
議案第８２号 

 

   平成２５年度北名古屋市一般会計補正予算（第３号）について  

 

 平成２５年度北名古屋市一般会計補正予算（第３号）について議会の議

決を求める。  

 

  平成２５年１２月３日提出 

 

北名古屋市長 長 瀬  保       

 

 

  



                        －1－  

 

   平成２５年度北名古屋市一般会計補正予算（第３号） 

 

 平成２５年度北名古屋市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９９，０００千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６，１４５，４９１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正｣による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定によ

り翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許

費」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

平成２５年１２月３日提出 

 

                  北名古屋市長 長 瀬  保    
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第 ２ 表　繰越明許費

千円

第 ３ 表　債務負担行為補正

千円 千円
尾張土地開発公社の債務に対
する保証 平成２５年度から 平成２５年度から
 （鹿田中央公園用地取得事業） 平成３０年度まで 平成３０年度まで

鹿田中央公園用地取得事業
平成２６年度から 平成２６年度から

屋市の委託により取得した用地 平成３０年度まで 平成３０年度まで
の買収事業）

第 ４ 表　地方債補正

千円 千円

以内 以内

－5－
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都合によ
り据置期
間及び償
還期限を
短縮し､又
は繰上償
還もしくは
低利に借
換えする
ことができ
る。

2,718,000 普 通 貸 借 2.5％ 政府資金
について
は、その
融資条件
により､銀
行その他
の場合に
はその債
権者と協
定するも
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ただし、
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還期限を
短縮し､又
は繰上償
還もしくは
低利に借
換えする
ことができ
る。

事　業　名 金　額款 項

起債の目的
補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

限度額 起債の方法 利　率

48,900１０教育費 ４社会教育費 文化勤労会館整備事業

償還の方法 限度額 起債の方法

期　　間 限度額

利　率

35,39817,169
 （尾張土地開発公社が北名古

17,169 35,398

事　項
補　　正　　前 補　　正　　後

期　　間 限度額


